
令和５年度第５回太陽光発電設備設置審議会結果概要

令和６年３月２６日（火）　１０時００分から１０時３０分まで

令和５年度第５回太陽光発電設備設置審議会での意見等

　太陽光発電設備設置の申請に係る許可について

№ 回答等

1
記載に誤りがある可能性があるので、事業者に正
しい情報を確認する。

2
収支については、事務局としては許可の判断基準
としていないが、廃棄費用の積立てをする計画と
なっているかを確認している。

3 事業者と土地の所有者は系列の会社である。

4 地目は畑であるが、現況は耕作されていない。

開催日時 

開催場所
及び出席者

本庁舎　第１会議室
○審議会委員（桜木委員、伊丹委員、佐藤（孝）委員、田中委員、佐藤（高）委員、湯沢委

○事務局（環境森林課長、環境政策係長、環境政策係員）

会議次第

１　開会
２　議題
（１）　太陽光発電設備設置の申請に係る許可について（諮問）
（２）　令和６年度第１回渋川市太陽光発電設備設置審議会の日程調整について
３　その他
４　閉会

審議結果

（１）　太陽光発電設備設置の申請に係る許可について
　議案第８号について、許可相当とする。
（２）　次回の太陽光発電設備設置審議会の日程調整について　
　令和６年５月３０日（木）１０時から開催する。

委員からの意見等

雨水流出量計算について、パネル設置部分
以外を林地として計算しているのか。

損益の計算表について、収支が大幅なマイ
ナスとなっているが、大丈夫なのか。

事業者と土地の所有者はどのような関係
か。

事業区域の西側の土地はどのような土地で
あるか。


